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Ａ．研究目的

 新型コロナウイルス感染症（以下、 ）

の拡大により保健所業務は逼迫し、保健所体制の

維持強化が求められている。保健所ではコロナ対

応業務の遅れが生じ、現場指揮や受援体制の混乱

等がみられた。保健所長を含めた医師が一人また

は少数である保健所において、保健所長には3年

に及ぶ長期にわたり、現場指揮と様々な判断・調

整が求められ、併せて医師業務も担わなければな

らず、その責任の過負荷とストレスは膨大である。

令和3年秋の行政事業レビューでは、非常時の保

研究要旨： 

本研究は、COVID-19 対策において保健所長が対応した業務・役割及び保健所長のサポート体制等の

実態を明らかにすることにより、非常時における保健所長の役割やリーダーシップ等のあり方につい

て、サポート体制を含めて検討することを目的とした。 

COVID-19第7波ピークアウト後の令和4年9月中旬～10月に、全国保健所長会のメーリングリスト

から、全国の保健所長を対象に、無記名の調査票を送った。有効回収数（率）は189（40.4％）であり、

県型保健所が126、市区型保健所が55、不明が8であった。 

結果から、以下のことが明らかになった。

・保健所長が対応した（調査時対応中を含む）業務・役割は、医師業務、調整業務、管理業務と多岐に

渡っていた。 割以上がリーダーシップを発揮したと回答したのは、接触者・濃厚接触者の検討・特定、

関係機関等への感染対策に関わる助言・相談対応、組織内職員の健康管理、クラスター対応の全体指揮

等、医師会・病院との調整、所内の 対応の指揮、通常業務の縮小・中止等の指揮、保健所

体制強化のための体制構築の指揮等であった。

・保健所長が対応した多くの業務・役割について、役割分担等の主な渡し先は保健所内感染症担当専門

職であった。事務職の割合が高かったのは、組織内職員の健康管理、首長を含む幹部への報告、所内の

対応の指揮や 対応職員・外部人材への研修を除く管理業務であった。

・保健所長が 対応において一番大変だった時期の精神的健康度（ ）は、令和 年の国民

生活基礎調査の結果と比べて、心理的ストレス反応相当である 点以上の割合が高かった。

以上のことから、当初は、まん延防止やハイリスク者の感染対策のために多岐にわたる業務・役割に

ついて直接対応を含めてリーダーシップを発揮する必要があったが、その後は、保健所長のリーダーシ

ップのもと、保健所内感染症担当専門職等との業務の役割分担が進んでいったと考えられた。

また、保健所長のリーダーシップ発揮・役割遂行上の課題や必要であったあるとよかったサポート

の質的分析結果から、非常時において保健所長が役割やリーダーシップを発揮するための体制として、

【非常時における国・都道府県の感染症対策方針の明示】、【本庁の保健所への理解及び本庁と保健所と

の連携体制並びに自治体としての対応方針の統一】，【非常時における保健所長の役割・権限の明確化と

それらに注力できる保健所長の活動体制】、【非常時に保健所機能を維持・強化するための体制】、【管内

医療機関やその他の関係機関との連携体制】、【保健所長の対応力を高める体制】が示唆された。 
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健所長に求められる資格要件・権限のあり方の整

理・検討の必要性が指摘されている 1)。 

保健所長の活動体制については、地域保健法施

行後、保健所の医師数は減少傾向にあり、保健所

の機能維持の大きな障害となる可能性が指摘さ

れていたり 2)、2016年に発生した熊本地震への対

応においては、医師は保健所長のみで兼務となっ

ていた保健所もあり、中には災害対応経験の少な

い又は全くない保健所長が助言者や相談者もな

い状況で災害時のマネジメントを担うのは難し

い状況であったこと 3)等が報告されている。今般

の 対応においても、医師の判断を要す

る業務に加えて、保健所トップとしての行政組織

内での役割業務もあることから、保健所における

複数医師の配置の必要性が述べられている 4)。さ

らには、保健所長の資質向上の保証が不十分であ

ること 5)や、設置主体によって保健所長の権限に

差があること 6)も指摘されている。 

先行研究 7)では感染症発生への備えに関する保

健所の課題として、保健所長が役割を発揮できる

体制整備等も明らかになっている。 へ

の対応経験を踏まえ、新興感染症の拡大を含めた

健康危機管理事案の発生に備え、保健所長が役割

やリーダーシップを発揮するための体制につい

て検討していく必要がある。 

 本研究の目的は、 対策において保健

所長が対応した業務・役割及び保健所長のサポー

ト体制等の実態を明らかにすることにより、非常

時における保健所長の役割やリーダーシップ等

のあり方について、サポート体制を含めて検討す

ることである。 

 

Ｂ．研究方法 

１．研究対象 

全国の保健所長（令和4年4月1日現在 保健

所本所468か所） 

２．データ収集項目 

1) 個人属性：職種、行政経験年数、保健所長経

験年数、複数保健所の兼務の有無、本庁部署 

  との兼務の有無、福祉事務所（福祉部署）と 

 の兼務の有無 

2) 所属保健所の概要：都道府県型と市区型の別、

保健所管内人口規模、保健所内医師数 

3) 保健所管内における、これまでで最大の1週 

間当たり人口10万当たりの新規感染者数 

4) COVID-19対策において、対応した業務・役割 

の経験、それら業務・役割の中で調査時点で 

は所内の他職員、本庁（又は対策本部）や他 

機関、委託先等と「役割分担」、「委譲（分担

ではなく完全に役割を交代）」、「委託」、「中止」 

したもの、「役割分担」または「委譲」または 

「委託」・「中止」した業務・役割について主 

な渡し先である対象、保健所長が対応した業 

務・役割（現在対応中含む）の中で保健所長 

としてリーダーシップを発揮したもの 

5) COVID-19対策において、保健所長が対応した

業務・役割（現在対応中含む）を遂行する上

でサポートを得た、また有用であったサポー

ト、サポートを得た主な業務・役割 

6) COVID-19対応において一番大変だったころ 

の状態：一番遅い帰宅時間、最長連続勤務

日数、おおよその平均睡眠時間、精神的健康

度

精神的健康度は らが開発した心理的苦

痛尺度である 8)の日本語版を用いた。日本語版

の十分な信頼性・妥当性は確認されており 9)10)、

著作権フリーで国民生活基礎調査でも活用され

ている。「全くない」（0点）、「少しだけ」（1点）、

「ときどき」（2点）、「たいてい」（3点）、「いつも」

（4点）の5件法尺度である。K6合計点5点以上

が軽症をスクリーニングするための最適なカッ

トオフポイントとされている 10）。また、健康日本

21（第二次）では10点以上を気分障害・不安障害

に相当する心理的苦痛を感じている者としてい

る 11)。 

7) 現在のストレス対処力（首尾一貫感覚） 

 ストレス対処力は、首尾一貫感覚（

：以下、 ）とも言われ、把握可能

感、処理可能感、有意味感の三要素で構成される
12)。信頼性・妥当性が確認されている。9項目の日

本語版 測定尺度短縮版（ ）13)を参考

に、三要素に関する自作の質問を設定した。「まっ

たくあてはまらない」を1点、「非常によくあては

まる」を7点とする7件法とした。 

8) 気持ちの支えとなったサポートや出来事 

9) 必要であったサポートや、あるとよかったサ 

ポート 

10) COVID-19対策において、保健所長がリーダー

シップを発揮したり、役割を遂行したりする

上での課題 
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11) COVID-19対応を踏まえた、平時に備えておく

べきことについての意見 

12) 保健所長が非常時に担うべき役割及びその

役割遂行のための体制についての意見 

3．データ収集方法 

データ収集方法は、回答時間 20～25 分の無記

名調査とした。2．データ収集項目の1）～8)は選

択肢式、9)～12)は記述式の回答とした。 

全国保健所長会の協力を得て、全国の保健所長

がメンバーとなっている同会のメーリングリス

トからの研究説明書及び調査票（Excelファイル、

別添資料参照）の配信を依頼した。回収は研究説

明書及び調査票にWEB調査システムの調査票アッ

プロード先URLを示し、回答した調査票のアップ

ロードを依頼した。セキュリティ機能等のために

WEB 調査システムへのアップロードが困難であっ

た場合には、調査票提出専用メールアドレスへの

添付送信を依頼した。 

4．データ収集期間 

 COVID-19第7波がピークアウトし落ち着いてき

た頃を見計らって令和4年9月12日～同年10月

7日とした。10月7日に目標回収率まで達成しな

いことが見込まれたため、同年10月24日まで延

長し、その旨についてメーリングリストからの通

知を全国保健所長会へ依頼した。最終回収日は11

月8日であった。 

5．倫理的配慮 

自治医科大学附属病院医学系倫理審査委員会

の承認を得て実施した（臨大22-088）。 

調査票には最初に調査の概要及び留意事項を

提示し、調査に同意する場合、○を入れるボック

スを設けた。 

6．分析方法 

保健所長が対応した業務・役割及び有用であっ

たサポートの有無とその内容については、単純集

計し、回答者数に対する割合を、回答者全体及び

県型保健所と市区型保健所の別で出した。 

対応において、一番大変だったころ

の状態（勤務、睡眠、精神的健康度）については、

精神的健康度（ ）と新規感染者数（保健所管内

における、調査時点までで最大の1週間当たり人

口10万当たり）、行政経験年数、保健所長経験年

数、保健所内医師数、勤務（帰宅時間、休みなし

の連続勤務）、睡眠時間、現在のストレス対処力と

の関連をみた。

は心理的ストレス反応相当である 点以上

とそれ未満、その他の変数は中央値で 分した。

ロジスティック回帰分析によりオッズ比（ ）と

信頼区間を算出した。。 

記述データについては、内容の共通性から質的

に分析した。 

 

Ｃ．研究結果 

 回収数（率）は191（40.8％）であった。本研究

への参加同意チェックボックスにチェックがな

いものを除いた有効回収数（率）は189（40.4％）

であった。 

１．回答者及び所属保健所の概要 

表 に回答者及び回答者の所属保健所の概要を

示す。

回答者の所属保健所は都道府県型（以下、県型

とする）が （ ％）、市区型保健所が

（ ％）、不明が （ ％）であった。

保健所管内人口規模は、県型では 万人未満

が （ ％）、次いで 万人以上 万人未満

が （ ％）であった。市区型保健所では

万人以上が （ ％）と最も多かった。

職種は、医師が県型では （ ％）、市区型

では （ ％）であった。

行政経験年数は、 年以内、 ～ 年以内、

～ 年以内、 年以上が県型、市区型ともに、

ほぼ同率であった。県型では最小 年、最大

年、平均 年（ 年）で、 年以内が

（ ％）、次いで ～ 年以内が （ ％）

であった。市区型では最小 年、最大 年、平

均 年（ 年）で、 ～ 年以内が

（ ％）と最も多かった。

 保健所長経験年数は、県型では最小 年、最

大 年、平均 年（ 年）で、 年以

内が （ ％）と最も多く、次いで ～

年以内が （ ％）であった。市区型では最

小 年未満、最大 年、平均 年（

年）で、 年以内が （ ％）と最も多く、

次いで ～ 年以内が （ ％）であった。

 回答者を含めた保健所内医師数は、県型では

人以下が最も多く （ ％）、次いで

人以下が （ ％）で、併せて ％であっ

た。市区型では、 人以下が （ ％）、

次いで 人以下が （ ％）で、併せて ％

であった。
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 複数保健所兼務は、「あり」が県型では

（ ％）で、市区型はいなかった。

 本庁部署との兼務は、「あり」が県型では

（ ％）、市区型では （ ％）であった。
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福祉事務所との兼務は、「あり」が県型では

（ ％）で、市区型はいなかった。 

 

２．最大新規感染者数（1週間当たり人口10万人 

当たり） 

表2-1に所属保健所管内の1週間当たり人口10

万人当たりの最大新規感染者数を、表2-2に平均

値等を示す。また、図1-1及び1-2に、県型保健

所、市区型保健所、それぞれの人口規模別最大新

規感染者数（1週間当たり人口10万人当たり）を

示す。 

県型では、1000～1500人未満が50（39.7％）と

最も多かった。市区型では 1000～1500 人未満と

2000～3000人未満が同率で、それぞれ22（40.0％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

 

 

 

 

 

  

15 



３．COVID-19対策において「保健所長が対応した 

業務・役割」及び「第7波時の役割分担・委譲・ 

委託・中止の主な渡し先」並びに「保健所長が 

リーダーシップを発揮した業務」 

表 3-1～3-3 に「保健所長が対応した業務・役

割」及び「第7波時の役割分担・委譲・委託・中

止」並びに「保健所長がリーダーシップを発揮し

た業務」について、全体、県型保健所、市区型保

健所の別に示す。 

１）保健所長が対応した業務・役割 

 保健所長が何らかの形で対応した業務・役割

（調査時点で対応中の業務・役割を含む）で5割

以上が対応した業務・役割は、全体では医師業務

の「診察による重症度判定」を除く全て、医師業

務および調整業務の「クラスター対応（職員等へ

のメンタルヘルス）」を除く全て、調整業務の「首

長を含む幹部への報告」、「医師会・病院との調整」、

「医師会以外の機関・団体との調整」、「管内市町

村との調整」、管理業務の「COVID-19 対応職員・

外部人材への研修」及び「記者会見等メディア対

応」以外の全てであった。これらのうち、8 割以

上が対応していた業務・役割は、医師業務の「（発

生届受理後）発症日（及び療養解除日）の判断」、

「接触者・濃厚接触者の検討・特定」、「介護・福

祉施設や学校・企業への感染対策に関わる助言・

相談対応」、「医療機関への感染対策に関わる助

言・相談対応」、「組織内職員の健康管理（管理職

としての用務も含む）」、医師業務および調整業務

の「クラスター対応（全体指揮・各種調整）」、調

整業務の「医師会・病院との調整」、管理業務の「所

内のCOVID-19対応の指揮」、「通常業務の縮小・中

止等の指揮」、「保健所体制強化のための体制構築

の指揮」、「対応方針や体制等の検討にかかる定期

的な所内会議の開催」であった。 

 「その他」は8件あり、その内容は、コロナ患

者の療養先トリアージ、ロジスティクスや一部の

事務、救急搬送体制確立・自宅療養者の食料配送

体制確立・宿泊療養場所の確保・濃厚接触者乗船

のための海運各社との調整、県庁との調整業務、

講演会・学会発表・論文執筆などによる情報発信、

所で実施している RT-PCR データのチェック・解

釈・活用についての指導等、変異株の感染力や潜

伏期間の評価分析、HER-SYS 入力等事務・宿泊療

養施設巡回医師業務、があった。 

 県型保健所について、保健所長の5割以上が対

応した業務・役割は、全体とほぼ同様であったが、

加えて調整業務の「高齢者・障害者施設での療養

実施のための対応（往診等医療対応の調整）」及び

「精神科・一般病院での入院継続のための対応

（病院への説明と同意取得）」があった。 

市区型保健所についても、保健所長の5割以上

が対応した業務・役割は、全体とほぼ同様であっ

たが、加えて調整業務の「議会対応」及び「記者

会見等メディア対応」があった。 

２）保健所長がリーダーシップを発揮した業務 

保健所長として何らかの形でリーダーシップ

を発揮したと 5 割以上が回答した業務・役割は、

全体では医師業務の「接触者・濃厚接触者の検討・

特定」、「介護・福祉施設や学校・企業への感染対

策に関わる助言・相談対応」、「医療機関への感染

対策に関わる助言・相談対応」、「組織内職員の健

康管理（管理職としての用務も含む）」、医師業務

および調整業務の「クラスター対応（全体指揮・

各種調整）」、調整業務の「医師会・病院との調整」、

管理業務の「所内のCOVID-19対応の指揮」、「通常

業務の縮小・中止等の指揮」、「保健所体制強化の

ための体制構築の指揮」、「対応方針や体制等の検

討にかかる定期的な所内会議の開催」であった。 

県型保健所について、保健所長の5割以上がリ

ーダーシップを発揮したと回答した業務・役割は、

全体と同様であった。 

市区型保健所については、保健所長の5割以上

がリーダーシップを発揮したと回答した業務・役

割は、医師業務の「医療機関への感染対策に関わ

る助言・相談対応」、医師業務および調整業務の

「クラスター対応（全体指揮・各種調整）」、調整

業務の「医師会・病院との調整」、管理業務の「所

内のCOVID-19対応の指揮」、「通常業務の縮小・中

止等の指揮」、「保健所体制強化のための体制構築

の指揮」であった。 
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３）保健所長が対応した業務・役割の第 波時の

 役割分担・委譲・委託・中止の主な渡し先

 図 、 、 に保健所長の 割以上が対応

した（調査時点で対応中の業務・役割を含む）業

務・役割の第 波時の役割分担・委譲・委託・中

止の主な渡し先を全体、県型保健所、市区型保健

所の別に示す。また、図 、 、 に保健所

長の 割未満が対応した業務・役割について同様

に示す。

 保健所長が対応した全ての業務・役割について、

『役割分担』の回答があり、その割合が 割を超

える業務・役割が大半であった。 割未満であっ

たのは、保健所長の 割以上が対応した各業務・

役割の「検体採取及びその関連」（ ％）及び「首

長を含む幹部への報告」（ ％）であった。「検

体採取及びその関連」については『中止』が ％、

『委託』が ％であった。また、保健所長の

割未満が対応した各業務・役割の「診察による重

症度判定」も『役割分担』が ％であった。

 県型保健所については 割未満であったのは、

保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の「検

体採取及びその関連」（ ％）、「通常業務の縮小・

中止等の指揮」（ ％）及び「首長を含む幹部へ

の報告」（ ％）であった。「検体採取及びその

関連」については、『中止』が ％、『委託』が

％であった。また、保健所長の 割未満が対

応した各業務・役割の「診察による重症度判定」

（ ％）及び「クラスター対応（職員等へのメ

ンタルヘルス）」（ ％）も『役割分担』が ％

であった。

 市区型保健所については 割未満であった業

務・役割はなかった。最も割合が低かったのは「検

体採取及びその関連」で ％であり、『中止』と

『委託』がそれぞれ ％であった。

①保健所内感染症担当専門職

 保健所長が対応した多くの業務・役割について、

役割分担等の主な渡し先は保健所内感染症担当専

門職となっていた。また、回答が の業務・役割

はなかった。

保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当専門

職と 割以上が回答したのは（分母は保健所長が

対応した各業務・役割の回答数）、全体では、医師

業務の「（発生届受理後）発症日（及び療養解除日）

の判断」、「電話による重症度判定」、「接触者・濃

厚接触者の検討・特定」、「介護・福祉施設や学校・

企業への感染対策に関わる助言・相談対応」、「医

療機関への感染対策に関わる助言・相談対応」、医

師業務および調整業務の「自宅療養中の陽性者へ

の対応」の「症状悪化時の対応」・「コロナ以外の

症状の相談対応」・「受診先調整」、「入院調整（入

院の要否判断）」、「入院調整（入院先の選定・調整）」、

「クラスター対応（全体指揮・各種調整）」、「クラ

スター対応（現地での感染対策の指揮）」、調整業

務の「医師会・病院との調整」、管理業務の「所内

の 対応の指揮」であった。

県型保健所について、主な渡し先として保健所

内感染症担当専門職と 割以上が回答した業務・

役割は、全体とほぼ同様であったが、加えて調整

業務の「管内市町村との調整」があった。

市区型保健所についても、全体とほぼ同様であ

ったが、調整業務の「医師会・病院との調整」は

割未満で、「医師会以外の機関・団体」が 割以

上であった。また、管理業務の「所内の

対応の指揮」が 割以上であった。

保健所長の 割未満が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当専門

職と 割以上が回答したのは、全体では、調整業

務の「コロナ診断前の救急車の搬送先調整」、「高

齢者・障害者施設での療養実施のための対応」の

「施設への説明と同意取得」・「陽性者家族への

等説明」・「医療（往診等）対応の調整」、「精

神科・一般病院での入院継続のための対応」の「病

院への説明と同意取得」・「外部の専門的医療支援

の調整」、管理業務の「 対応職員・外部

人材への研修」であった。

県型保健所について、主な渡し先として保健所

内感染症担当専門職と 割以上が回答した業務・

役割は、全体と同様であった。また、調整業務の

「議会対応」は回答が であった。

市区型保健所についても、全体とほぼ同様であ

ったが、加えて医師業務の「診察による重症度判

定」があった。但し、これは対応した保健所長

人のうち 人の回答であった。

②保健所内感染症担当以外の専門職

 保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当以外

の専門職と回答した割合は、全体では、最高で

％であった。最も割合が高かったのは、「検体

採取及びその関連」で ％、次いで「組織内職
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員の健康管理（管理職としての用務も含む）」

％、「通常業務の縮小・中止の判断」 ％、

「医師会以外の機関・団体との調整」 ％、「自

宅療養中の陽性者への対応（症状悪化時の相談対

応）」 ％の順であった。「首長を含む幹部への報

告」は回答が であった。

県型保健所について、保健所長の 割以上が対

応した各業務・役割のうち、主な渡し先として保

健所内感染症担当以外の専門職と回答した割合は、

番目～ 番目は全体と同様であった。 番目は

「対応重点化のための保健所業務見直しに関する

本庁（又は対策本部）との調整」 ％、 番目は

「対応方針や体制等の検討にかかる定期的な所内

会議の開催」 ％であった。「首長を含む幹部へ

の報告」は回答が であった。

市区型保健所について、最も割合が高かったの

は、「組織内職員の健康管理（管理職としての用務

も含む）」で ％であった。その他の業務・役割

は回答数が 以下であった。「介護・福祉施設や学

校・企業への感染対策に関わる助言・相談対応」、

「医療機関への感染対策に関わる助言・相談対応」、

「自宅療養中の陽性者への対応」の「症状悪化時

の対応（コロナ以外の症状の相談対応）」「入院調

整（入院先の選定・調整）」「クラスター対応（現

地での感染対策の指揮）」、「首長を含む幹部への報

告」、「議会対応」、「記者会見等メディア対応」は

回答が であった。

保健所長の 割未満が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当以外

の専門職と回答した割合は、全体では、最高で

％であった。最も割合が高かったのは、「クラ

スター対応（職員等へのメンタルヘルス）」で

％、次いで「高齢者・障害者施設での療養実

施のための対応（陽性者家族への 等説明）」

％、「高齢者・障害者施設での療養実施のため

の対応（往診等の医療対応の調整）」 ％の順で

あった。「診察による重症度判定」、「議会対応」、

「記者会見等メディア対応」は回答が であった。

県型保健所について、保健所長の 割未満が対

応した各業務・役割のうち、主な渡し先として保

健所内感染症担当以外の専門職と回答した割合は、

番目と 番目は全体と同様であった。 番目は

「高齢者・障害者施設での療養実施のための対応

（施設への説明と同意取得）」であった。「診察に

よる重症度判定」、「首長を含む幹部への報告」、「議

会対応」、「記者会見等メディア対応」は回答が

であった。

市区型保健所については、全ての業務・役割の

回答数が 以下であった。「高齢者・障害者施設で

の療養実施のための対応」の「施設への説明と同

意取得」・「陽性者家族への 等説明」は回答

が であった。

③保健所内感染症担当事務職

保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当の事

務職と回答した割合は、全体では、最も高かった

のは、管理業務の「保健所体制強化のための人材・

物資・予算を確保するための本庁（又は対策本部）

や財政部署等庁内各所との調整」で ％であっ

た。次いで、調整業務の「首長を含む幹部への報

告」 ％、管理業務の「保健所体制強化のため

の体制構築の指揮」 ％、「通常業務の縮小・中

止の判断」 ％、「対応重点化のための保健所業

務見直しに関する本庁（又は対策本部）との調整」

％、「対応方針や体制等の検討にかかる定期的

な所内会議の開催」 ％、医師業務の「組織内

職員の健康管理（管理職としての用務も含む）」

％であった。

県型保健所について、保健所長の 割以上が対

応した各業務・役割のうち、主な渡し先として保

健所内感染症担当の事務職と回答した割合は、

番目～ 番目は全体と同様であった。 番目は「組

織内職員の健康管理（管理職としての用務も含む）」

％であった。

市区型保健所についても、全体と同様の傾向で、

番目は全体と同様で ％、次いで「首長を含

む幹部への報告」及び「記者会見等メディア対応」

がそれぞれ ％、「議会対応」 ％、「対応重

点化のための保健所業務見直しに関する本庁（又

は対策本部）との調整」 ％、「保健所体制強化

のための体制構築の指揮」及び「対応方針や体制

等の検討にかかる定期的な所内会議の開催」がそ

れぞれ ％、「通常業務の縮小・中止の判断」

％の順であった。

 保健所長の 割未満が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当の事

務職と回答した割合は、全体では、最も高かった

のは、「記者会見等メディア対応」で ％、次

いで「議会対応」が ％であった。

 県型保健所については、最も高かったのは「議
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会対応」で ％、次いで「記者会見等メディア

対応」 ％であった。

 市区型保健所については、全ての業務・役割の

回答数が 以下であった。

④保健所内感染症担当以外の事務職

保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当以外

の事務職と回答した割合は、全体では、最も高か

ったのは、管理業務の「保健所体制強化のための

人材・物資・予算を確保するための本庁（又は対

策本部）や財政部署等庁内各所との調整」で

％であった。次いで、「保健所体制強化のため

の体制構築の指揮」 ％、医師業務の「組織内

職員の健康管理（管理職としての用務も含む）」

％、管理業務の「通常業務の縮小・中止の判

断」 ％、「対応方針や体制等の検討にかかる定

期的な所内会議の開催」 ％、「対応重点化のた

めの保健所業務見直しに関する本庁（又は対策本

部）との調整」 ％、調整業務の「首長を含む

幹部への報告」 ％、「管内市町村との調整」

％の順であった。

県型保健所について、保健所長の 割未満が対

応した各業務・役割のうち、主な渡し先として保

健所内感染症担当以外の事務職と回答した割合の

上位 番目までは全体と同様であった。

市区型保健所については、最も高かったのは、

「対応重点化のための保健所業務見直しに関する

本庁（又は対策本部）との調整」 ％、次いで

「通常業務の縮小・中止の判断」 ％、「保健所

体制強化のための人材・物資・予算を確保するた

めの本庁（又は対策本部）や財政部署等庁内各所

との調整」 ％、「保健所体制強化のための体制

構築の指揮」及び「対応方針や体制等の検討にか

かる定期的な所内会議の開催」がそれぞれ ％、

「組織内職員の健康管理（管理職としての用務も

含む）」 ％の順であった。

 保健所長の 割未満が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として保健所内感染症担当以外

の事務職と回答した割合は、全体では、最も高か

ったのは、「記者会見等メディア対応」で ％

次いで「クラスター対応（職員等のメンタルヘル

ス）」が ％であった。

 県型保健所については、全ての業務・役割の回

答数が 以下であった。

 市区型保健所については、全ての業務・役割の

回答数が 以下であった。

⑤本庁又は対策本部

保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として本庁又は対策本部と回答

した割合は、全体では、最も高かったのは、医師

業務および調整業務の「入院調整（入院先の選定・

調整）」で ％、次いで調整業務の「首長を含む

幹部への報告」 ％、「医師会以外の機関・団体

との調整」 ％の順であった。

県型保健所について、保健所長の 割以上が対

応した各業務・役割のうち、主な渡し先として保

健所内感染症担当以外の事務職と回答した割合が

最も高かったのは、全体と同様に「入院調整（入

院先の選定・調整）」で ％であった。次いで

「医師会以外の機関・団体との調整」 ％、「首

長を含む幹部への報告」 ％、「入院調整（入院

の要否判断）」 ％、「自宅療養中の陽性者への

対応（受診先調整）」 ％の順であった。

市区型保健所については、最も高かったのは、

全体と同様で ％であった。

 保健所長の 割未満が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として本庁又は対策本部と回答

した割合は、全体では、最も高かったのは調整業

務の「議会対応」 ％、次いで管理業務の「記

者会見等メディア対応」 ％の順であった。

 県型保健所については、割合が高かった 番目

と 番目は全体と同様であった。

 市区型保健所については、全ての業務・役割の

回答数が 以下であった。

⑥医療機関

保健所長の 割以上が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として医療機関と回答した割合

は、全体では、最も高かったのは、医師業務の「検

体採取及びその関連」で ％、次いで「電話に

よる重症度判定」 ％、医師業務および調整業

務の「入院調整（入院の要否判断）」 ％の順で

あった。

県型保健所について、保健所長の 割以上が対

応した各業務・役割のうち、主な渡し先として医

療機関と回答した割合が最も高かったのは、全体

と同様に「検体採取及びその関連」 ％、次い

で「入院調整（入院の要否判断）」 ％、「電話

による重症度判定」 ％、「高齢者・障害者施設

での療養実施のための対応（往診等医療対応の調

整）」 ％の順であった。
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市区型保健所についても、最も高かったのは、

全体と同様で ％であった。

 保健所長の 割未満が対応した各業務・役割の

うち、主な渡し先として医療機関と回答した割合

は、全体では、最も高かったのは医師業務の「診

察による重症度判定」で ％であった。

 県型保健所についても、最も割合が高かったの

は全体と同様であった。

 市区型保健所については、全ての業務・役割の

回答数が 以下であった。

４）保健所長が対応した業務・役割で第 波時に

 役割分担・委譲・委託・中止していないもの

 保健所長の 割以上が対応した業務・役割で第

波時に役割分担・委譲・委託・中止していない

業務・役割のうち、最も割合が高かったのは、調

整業務の「首長を含む幹部への報告」 ％、次

いで「医師会・病院との調整」 ％、管理業務

の「通常業務の縮小・中止等の指揮」 ％、医

師業務の「組織内職員の健康管理（管理職として

の用務も含む）」と管理業務の「所内の

対応の指揮」がそれぞれ ％、「対応方針や体

制等の検討にかかる定期的な所内会議の開催」

％、「保健所体制強化のための体制構築の指揮」

％、「対応重点化のための保健所業務見直しに

関する本庁（又は対策本部）との調整」 ％の

順であった。

県型保健所について、最も割合が高かったのは

「通常業務の縮小・中止等の指揮」で ％、次

いで「首長を含む幹部への報告」 ％、「医師会・

病院との調整」 ％、管理業務の「所内の

対応の指揮」 ％、「組織内職員の健

康管理（管理職としての用務も含む）」 ％、「対

応方針や体制等の検討にかかる定期的な所内会議

の開催」 ％、「保健所体制強化のための体制構

築の指揮」 ％、「対応重点化のための保健所業

務見直しに関する本庁（又は対策本部）との調整」

％の順であった。

市区型保健所について、最も割合が高かったの

は「首長を含む幹部への報告」で ％、次いで

「議会対応」 ％、「医師会・病院との調整」

％、「記者会見等メディア対応」 ％、「保

健所体制強化のための体制構築の指揮」と「対応

方針や体制等の検討にかかる定期的な所内会議の

開催」がそれぞれ ％、「所内の 対

応の指揮」 ％、「通常業務の縮小・中止等の指

揮」 ％、「組織内職員の健康管理（管理職とし

ての用務も含む）」 ％の順であった。

保健所長の 割未満が対応した業務・役割で第

波時に役割分担・委譲・委託・中止していない

業務・役割のうち、最も割合が高かったのは、調

整業務の「議会対応」で ％、次いで医師業務

および調整業務の「クラスター対応（職員等への

メンタルケア）」 ％、管理業務の「記者会見等

メディア対応」 ％の順であった。

県型保健所についても、最も割合が高かったの

は全体と同様で ％、次いで「記者会見等メデ

ィア対応」 ％、「クラスター対応（職員等への

メンタルケア）」 ％であった。

市区型保健所について、最も割合が高かったの

は「クラスター対応（職員等へのメンタルケア）」

％であり、他の業務・役割の回答は 以下で

あった。

４． 対応において一番大変だった時期

の状況

対応において、一番大変だった時期

について図 に示す。また、参考に令和 年

月 日時点の の国内発生動向（報告

日別新規陽性者数）も示す。

 一番大変だった時期は令和 年 月～調査時点

まで全般に渡っていたが、各時期の回答者数と新

規陽性者数の増減傾向は類似していた。

１）勤務状況等

対応において、一番大変だった時期

の帰宅時間を図 に示す。最も多かったのは“翌

日 時”で、回答者数はこの時間をピークに正規

分布を示していた。

対応において一番大変だった頃の

休みなしの連続勤務最長日数を表 に示す。県

型保健所では、平均 日、中央値は 日、四

分位範囲（ ％点－ ％点）は 日－ 日であ

った。市区型保健所では、平均 日、中央値は

日、四分位範囲（ ％点－ ％点）は 日－

日であった。

対応において一番大変だった頃の

平均睡眠時間を表 に示す。県型保健所では、

平均 時間、中央値は 時間、四分位範囲（ ％

点－ ％点）は 時間－ 時間であった。市区型

保健所では、平均 時間、中央値は 時間、四

分位範囲（ ％点－ ％点）は 時間－ 時間で
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あった。

２） 対応において一番大変だった時期

 の精神的健康度（心理的苦痛）の関連要因

 （心理的苦痛）を表 に、得点分類別の

を表 に示す。全体では、 の平均は 点、

中央値は 点、四分位範囲（ ％点－ ％点）は

点－ 点であった。得点分類別では、“ ～ 点”

が ％で、～ 点が ％、 点以上が ％

で、 点以上は ％であった。

 （ストレス対処力）を表 に示す。全体

では、 の平均は 点、中央値は 点、四

分位範囲（ ％点－ ％点）は 点－ 点であ

った。

 ロジスティック回帰分析による心理的ストレス

反応相当（ ； 点以上）に対する種々の要因の

を表 に示す。 は、新規感染者数が多い

（ 人以上）が 、時間睡眠が短い（ 時

間日以下）が 、行政経験年数が長い（ 年

以上）が 、 が高い であった。新規

感染者数の多さに対する は、低 群で 、

高 群で であった。
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５．気持ちの支えとなったサポートや出来事

保健所長の気持ちの支えとなったサポートや

出来事を県型保健所と市区型保健所に分けて、表

、表 にそれぞれ示す。県型保健所は 人、

市区型保健所は 人から回答が得られた。

県型保健所については、最も多かった内容は医

師会・医療機関の理解・励まし・協力支援で、次

いで公衆衛生医師・保健所長とのネットワーク・

情報交換 、 庁内他部署または全庁体制による応

援・協力・励まし、患者やクラスター発生施設、

住民からの感謝・労い、 保健所職員との役割分

担・連帯感等であった。

市区型保健所については、最も多かった内容は

庁内他部署または全庁体制による応援 、次いで

医師会・医療機関の協力支援・励まし 、そして

家族の理解・労いや支え・保健所職員との役割

分担・保健所職員との支え合い・都道府県庁また

は都道府県庁医師による支援・相談対応・公衆衛

生医師・保健所長のネットワーク等であった。

６．必要であったあるとよかったサポート

保健所長が回答した必要であったあるとよか

ったサポートを県型保健所と市区型保健所に分

けて、表 、表 にそれぞれ示す。県型保健

所は 人、市区型保健所は 人から回答が得ら

れた。

 県型保健所については、最も多かった内容は都

道府県内の本庁関係部署間・本庁と保健所・保健

所間の連携・支援で、次いで速やかかつ継続的な

人的支援 であり、そして 感染状況やウイルスの

性質に応じた国の迅速・柔軟な現実的な）施策の

立案・実施・変更、保健所への支援策・感染症専

門家等のサポートや相談体制 ・ 保健所業務の管

理と外部委託の推進・支援、さらには保健所長業

務を補佐・支援する医師等人的体制の構築等であ

った。

市区型保健所については、最も多かった内容は

市区本庁の理解と本部機能の発揮 及び 保健所

長業務を補佐・支援する医師等人的な面も含めた

体制の構築 で、次いで 感染症専門家等のサポー

トや相談体制等であった。
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７． 対策における保健所長のリーダー

シップ発揮や役割遂行上の課題

対策における保健所長のリーダー

シップ発揮や役割遂行上の課題を県型保健所と

市区型保健所に分けて、表 、表 にそれぞ

れ示す。県型保健所は 人、市区型保健所は

人から回答が得られた。

県型保健所については、最も多かった内容は本

庁・対策本部の保健所に対する理解・方向性の統

一、自治体内での情報共有で、次いで平時を含む

管内医療機関やその他の関係機関との関係構築・

連携 及び 調整業務や管理業務に注力できるため

の医師業務等の整理・軽減、そして保健所長の役

割や指揮命令系統の明確化、権限付与・自治体と

しての意思決定への関与 及び 保健所長の補佐

役・補佐体制や複数医師の配置、見通しが立てら

れる国の対応方針の明示及び現場に合った対策

等であった。

市区型保健所については、最も多かった内容は

保健所長の組織的位置づけ（職位）及び健康危機

発生時の現場対応に関わる権限の付与で、次いで

本庁・関係部署・事務職の理解と連携、そして管

理業務等に注力できるための保健所長業務の整

理・軽減及び健康危機発生時における現場指揮・

全所体制構築を含むマネジメント力等であった。

８． 対応を踏まえた平時に備えておく

べきこと

対応を踏まえた平時に備えておく

べきことを県型保健所と市区型保健所に分けて、

表 、表 にそれぞれ示す。県型保健所は

人、市区型保健所は 人から回答が得られた。

県型保健所については、最も多かった内容は関

係機関間の顔の見える関係構築・連携強化とその

ための場の設置やツール で、次いで 健康危機発

生に備えた保健所の組織体制整備・対応力の強化

及び 外部人的資源の確保を含めた非常時に備え

た人材・人員体制並びに研修・訓練等による保健

所職員、庁内事務系職員や関係機関も含めた健康

危機対応力の向上・人材育成、そして管内医療機

関の理解・連携体制の構築、福祉施設の感染管理

体制の強化・連携体制の構築等であった。

市区型保健所については、最も多かった内容は

健康危機発生に備えた保健所の組織体制整備・対

応力の強化で、次いで管内医療機関・医師会との

連携・役割分担、研修・訓練による保健所職員の

健康危機対応力の向上・人材育成等であった。

９．保健所長が非常時に担うべき役割及び役割遂

行のための体制に対する意見

保健所長が非常時に担うべき役割及び役割遂

行のための体制に対する意見を県型保健所と市

区型保健所に分けて、表 、表 にそれぞれ

示す。県型保健所は 人、市区型保健所は 人

から回答が得られた。

県型保健所については、最も多かった意見は医

師の配置数を含めた保健所体制・役割に関するこ

とで、次いで非常時における保健所長の補佐・負

担軽減に関すること 及び保健所長が備えておく

べき能力や姿勢、そのための研修等の保健所長に

関すること、そして国・都道府県・保健所・管内

市町村・関係機関の連携体制・情報共有体制に関

すること等であった。

市区型保健所については、最も多かった意見は

医師の配置数を含めた庁内及び保健所体制・役割

に関すること で、次いで 非常時における保健所

長の補佐・負担軽減に関すること、保健所長に関

すること等であった。
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Ｄ．考察

１．保健所長がリーダーシップを発揮する業務

本研究結果から、 対策において保健

所長が対応した又は対応している業務・役割は、

医師業務、調整業務、管理業務と多岐に渡ってい

た。これらの業務･役割のうち、保健所長として何

らかの形でリーダーシップを発揮したと 割以上

が回答したものは、医師業務の「接触者・濃厚接

触者の検討・特定」、「介護・福祉施設や学校・企

業への感染対策に関わる助言・相談対応」、「医療

機関への感染対策に関わる助言・相談対応」、「組

織内職員の健康管理（管理職としての用務も含

む）」、医師業務および調整業務の「クラスター対

応（全体指揮・各種調整）」、調整業務の「医師会・

病院との調整」、管理業務の「所内の

対応の指揮」、「通常業務の縮小・中止等の指揮」、

「保健所体制強化のための体制構築の指揮」、「対

応方針や体制等の検討にかかる定期的な所内会

議の開催」であった。また、これらの業務・役割

の中で、第 波時の役割分担等の主な渡し先とし

て保健所内感染症担当専門職と 割以上が回答し

たのは、「接触者・濃厚接触者の検討・特定」、「介

護・福祉施設や学校・企業への感染対策に関わる

助言・相談対応」、「医療機関への感染対策に関わ

る助言・相談対応」、「クラスター対応（全体指揮・

各種調整）」、「医師会・病院との調整」、「所内の

対応の指揮」であった。一方で、第

波時に役割分担・委譲・委託・中止していないも

ののうち、 割前後と割合が高かったのは、「組織

内職員の健康管理（管理職としての用務も含む）」、

「医師会・病院との調整」、「所内の 対

応の指揮」、「通常業務の縮小・中止等の指揮」、「保

健所体制強化のための体制構築の指揮」、「対応方

針や体制等の検討にかかる定期的な所内会議の

開催」であった。

 以上のことから、当初（ （デルタ株、

オミクロン株）の感染力・重篤性が明らかになっ

てくるまで、また国民に感染対策が浸透し始める

まで）は、まん延防止やハイリスク者の感染対策

のために、保健所長は、特に濃厚接触者等の特定

や検討、医療機関、介護・福祉施設や学校・企業

への対応、クラスター対応の指揮・調整等につい

て直接対応を含めてリーダーシップを発揮する

必要があったと考えられる。その後は、保健所長

のリーダーシップのもと、保健所内感染症担当専

門職等との業務の役割分担が進んでいったと推

察する。

第 波時に役割分担等をしていない割合が高か

った業務・役割は、医師であり保健所トップであ

るが故にリーダーシップを発揮する必要がある

職員の健康管理や医師会・病院との調整であった。

また、感染者が増大する中、国の対応方針の変化

や医療機関の逼迫等の地域の状況も鑑みた、保健

所の対応や保健所機能を維持・強化するための体

制構築の指揮であり、保健所の現場指揮者として

リーダーシップが求められるものであった。これ

らの業務・役割は、役割分担等をしていない割合

が高かったものの、「医師会・病院との調整」及び

「所内の 対応の指揮」は、第 波時の

役割分担等の主な渡し先として保健所内感染症

担当専門職と 割以上が回答していた。また、そ

の他の「組織内職員の健康管理（管理職としての

用務も含む）」、「通常業務の縮小・中止等の指揮」、

「保健所体制強化のための体制構築の指揮」、「対

応方針や体制等の検討にかかる定期的な所内会

議の開催」は、主な渡し先として保健所内感染症

担当事務職と保健所内感染症担当以外の事務職

を併せた割合が ～ 割と、他の業務・役割と比

べて事務職の割合が多かった。

保健所長の職務の在り方に関する検討会報告

書 には、保健所長の職務について、組織の長と

しての一般的な職務として、所の業務の統括（組

織運営）、事業方針の決定・指示、職員の指揮・監

督、関係機関との連携・調整・協力、健康危機管

理など緊急時の対応、加えて市の場合には議会対

応、予算編成、計画立案が挙げられている。また、

保健所長特有の職務として、保健医療分野という

専門的な分野についての業務を遂行するための

医学的知識及び公衆衛生学的知識に基づく判断、

方針決定、指示等であり、健康危機管理に関する

専門的判断に基づく対応等が挙げられている。

パンデミックのような非常時におい

て、保健所長は、保健所内感染症担当専門職や事

務職等と役割分担しつつ、状況の変化に応じた保

健所の対応方針の決定及び保健所機能を維持強

化するための体制構築並びに管内の感染対策及

び感染者への医療提供体制・療養体制構築の指揮

において、リーダーシップを発揮する必要がある

と考えられる。
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２．非常時において保健所長が役割やリーダーシ

ップを発揮するための体制

 本研究結果の５～９に基づき、非常時において

保健所長が役割やリーダーシップを発揮するた

めの体制について県型保健所と市区型保健所に

分けて、表 、表 にそれぞれ示す。

１）非常時における国・都道府県の感染症対策方

 針の明示

 結果から、保健所長のリーダーシップ発揮・役

割遂行上の課題には、見通しが立てられる国の対

応方針の明示及び現場に合った対策 や 国の対策

の変化と情報収集 があり、必要であったあると

よかったサポートには 感染状況やウイルスの性

質に応じた国の迅速・柔軟な現実的な）施策の立

案・実施・変更、保健所への支援策等が、平時に

備えておくべきことには 都道府県レベルの感染

症危機管理体制の構築があった。また、保健所長

が非常時に担うべき役割及び役割遂行のための

体制に対する意見には、“国のリーダーシップが

必要”、“国や都道府県が明確な方針を示すことが

必要”等があった。令和 年秋の行政事業レビュ

ーにおいても、非常時における保健・医療等の体

制の在り方については、 から得た教訓

を踏まえ、まずは、国、都道府県・保健所設置自

治体の役割や、どの主体がリーダーシップをとり

責任を負うのかといったガバナンス関係を明確

にする必要性や、非常時に備えた地域完結型の保

健・医療等体制の構築に必要な取組、国の支援の

在り方の整理・検討の必要性が指摘されている 。

特に非常時には、国の方針の明示やその変化が、

市区型保健所においてはそれに基づく都道府県

の方針の明示やその変化が、保健所としての感染

症対応を指揮していく保健所長の役割やリーダ

ーシップの発揮に影響すると考えられる。感染症

に関する科学的知見を政府に提供する役割を担

う日本版 の設置が計画されているが、今般

の パンデミックへの対応経験を踏ま

え、フェーズに応じた感染症対策の方針の明示等

国や都道府県のリーダーシップが求められる。

２）本庁の保健所への理解及び本庁と保健所との

 連携体制並びに自治体としての対応方針の

統一

結果から、保健所長のリーダーシップ発揮・役

割遂行上の課題には、本庁・対策本部の保健所に

対する理解・方向性の統一、自治体内での情報共

有や本庁・関係部署・事務職の理解と連携等が

あった。気持ちの支えとなったサポート・出来事

には、庁内他部署または全庁体制による応援・協

力・励まし等があり、必要であったあるとよかっ

たサポートには都道府県内の本庁関係部署間・本

庁と保健所・保健所間の連携・支援、都道府県の

リーダーシップ や 市区本庁の理解と本部機能の

発揮等があった。国の方針に基づく自治体（都道

府県や保健所設置市区）としての方針の明示やそ

の変化も保健所長の現場指揮に影響する。

対応において、危機管理対象事案と捉

えられず、その対応が主に保健所に任され、自治

体としての危機管理体制の構築と対応に時間を

要していた場合も見受けられた。

平時に備えておくべきことには保健所と本庁・

庁内関係部署との連携体制・役割分担や ・

マニュアルの作成・見直し等があった。また、保

健所長が非常時に担うべき役割及び役割遂行の

ための体制に対する意見には、“管轄内だけでな

く全県的に生じていることなのかなどの正確な

情報が入手出来る体制が重要”、“本庁から、人的、

物的、予算的に保健所支援を機動的に行える体制

整備”や“保健所以外の市役所内部署との体制整

備を平時に検討する必要”等があった。物理的な

距離が意思疎通阻害の要因とならないように、非

常時においてはリエゾンを置くことや定期的な

会議等も検討して、本庁と保健所との情報

共有や対応方針の統一を図る連携体制が必要で

ある。そして、本庁（対策本部）は保健所の状況

を把握し、その機能を維持・強化するために支援

策を講じる必要がある。感染症法の改正により、

都道府県に加え新たに保健所設置市・特別区にも

予防計画の策定が義務付けられ、また記載事項の

充実と体制整備の数値目標を明記することとな

り令和６年４月 日に施行される。平時から非常

時における本庁（対策本部）と保健所、それぞれ

の役割と連携体制を検討し、予防計画に反映する

とともに、マニュアルの作成・見直し等が求めら

れる。

３）非常時における保健所長の役割・権限の明確

化とそれらに注力できる保健所長の活動体制

結果から、保健所長のリーダーシップ発揮・役

割遂行上の課題には、保健所長の役割や指揮命令

系統の明確化、権限付与・自治体としての意思決

定への関与 、 調整業務や管理業務に注力できる
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ための医師業務等の整理・軽減 や 保健所長の補

佐役・補佐体制や複数医師の配置等があった。気

持ちの支えとなったサポート・出来事には、保健

所職員との役割分担・連帯感等があり、必要であ

ったあるとよかったサポートには 保健所長業務

を補佐・支援する医師等人的体制の構築、都道府

県のリーダーシップがあった。また、保健所長が

非常時に担うべき役割及び役割遂行のための体

制に対する意見には、“保健所長の責任に見合っ

たヒト・モノ・カネが全く担保されていない”や

“元々予算や人員に関する権限がない保健所長

であるため、役割遂行のための手段は相当限定さ

れる”等があった。非常時において保健所長がリ

ーダーシップを発揮するためには、本庁（対策本

部）との関係において、指揮命令系統や保健所長

の役割の明確化、自治体としての対応方針決定過

程への参画及び非常時において保健所長に付与

すべき権限、特に保健所機能の維持・強化に関わ

る権限の検討が必要である。

意見には、“保健所に医師を複数配置すること”、

“保健所以外の部局との兼務があると保健所

を発動するような非常時でも兼務の業務は

減らないため、結果的に保健所業務に集中できな

い”、“長期戦になる場合には交代要員と相談役が

必要”や“新興感染症は全国規模となり

隊も組織されない。同様の組織が必要、特に保健

所長を支える体制が必要”等があった。本研究に

おける調査の回答者は、保健所内医師数は県型保

健所で 人以下が約 割、市区型保健所では約

割であった。兼務は、県型では複数保健所兼務、

本庁部署兼務がそれぞれ約 割、福祉事務所との

兼務は約 割で、市区型では本庁部署との兼務が

約 割であった。保健所における兼務なしの、複

数医師配置が望まれる。それが難しい場合には、

少なくとも保健所長の補佐役・補佐体制が必要で

ある。大規模な自然災害発生時に既に行われてい

るような 都道府県内外の保健所設置市も含めた

本庁・保健所間の保健所長等医師の協力による補

佐体制、感染症パンデミックの場合、全国的まん

延期に入るとそれも難しくなっていくため、医療

機関等の外部の医師の協力による補佐体制が必

要であると考えられる。

．で述べたように 対策において保

健所長が対応した又は対応している業務・役割は

多岐に渡っていた。当初は、まん延防止やハイリ

スク者の感染対策のために、保健所長は、特に濃

厚接触者等の特定や検討、医療機関、介護・福祉

施設や学校・企業への対応、クラスター対応の指

揮・調整等について直接対応を含めてリーダーシ

ップを発揮する必要があったが、その後は、保健

所長のリーダーシップのもと、保健所内感染症担

当専門職等との業務の役割分担が進んでいった

と考えられた。また、意見には、“実際の医療的業

務は別の機関に任せるべき”、“リーダーとして適

切な判断を迅速に行うためには、連日連夜の電話

相談や入院先調整の業務が続かないようにセン

ター化などにより避けるべき”、“非常時の医師業

務は早期に外部に委譲又は委託する体制を平時

に構築しておく”や“保健所長でしか直接担うこ

とが出来ない業務を厳選して、他の職員が担える

ものは任せることができる体制”等があった。非

常時における保健所長の業務の整理、特に医師業

務についての整理とそのための平時からの体制

づくりが必要であると考えられる。

さらに意見には、“現場は課長以下に任せ、マネ

ジメントに徹することができる体制が必要”、“保

健所長が司令塔としての役割を果たすために、受

診や入院調整、施設への指導などは、他の職員で

もできるよう、職員の育成を図る必要がある”や

“保健所長がいちプレイヤーにならず組織のマ

ネジメントに専念できるように、保健所長を補佐

する事務管理職を配置するなど非常時に保健所

の人員体制を十分強化することが必要”等があっ

た。本研究結果から、第 波時に役割分担等をし

ていない割合が高かった業務・役割である「医師

会・病院との調整」及び「所内の 対応

の指揮」についても、役割分担等の主な渡し先と

して保健所内感染症担当専門職と 割以上が回答

していた。また、その他の「組織内職員の健康管

理（管理職としての用務も含む）」、「通常業務の縮

小・中止等の指揮」、「保健所体制強化のための体

制構築の指揮」、「対応方針や体制等の検討にかか

る定期的な所内会議の開催」は、主な渡し先とし

て事務職と回答した割合が ～ 割で、他の業務・

役割と比べて事務職の割合が多かった。非常時に

おいては、平時には保健所長が主に担う業務であ

っても、保健所長と保健所内感染症担当専門職や

それ以外の専門職、そして事務職との役割分担等

を行い、保健所長が現場指揮等に注力できる体制

が必要であると考えられる。
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４）非常時に保健所機能を維持・強化するための

体制

結果から、保健所長のリーダーシップ発揮・役

割遂行上の課題には、パンデミックに対する危機

管理としての全所体制の構築 、 十分かつ的確な

人的支援・人員確保 や 保健所長及び保健所職員

の労務管理・健康管理があった。気持ちの支えと

なったサポート・出来事には、庁内他部署または

全庁体制による応援 があり、必要であったある

とよかったサポートには 速やかかつ継続的な人

的支援、保健所業務の管理と外部委託の推進・支

援、デジタル化推進とそれを進めるための 人

材 、 保健所長及び保健所職員のメンタルヘルス

支援や非常時の福利厚生・勤務環境への配慮が

あった。また、平時に備えておくべきことには健

康危機発生に備えた保健所の組織体制整備・対応

力の強化 、 外部人的資源の確保を含めた非常時

に備えた人材・人員体制や研修・訓練等による保

健所職員の健康危機対応力の向上・人材育成等が

あった。

これまでも、大規模災害時における保健所の役

割として、平時には医療・保健・福祉体制を外部

資源の受援体制も考慮に入れて構築すること、発

災後は医療・保健・福祉チームの需給を判断する

ことやそれらのチームが活動するための資材や

ライフラインの確保（ロジステッィクス）が述べ

られている 。つまり、非常時にはサージキャパ

シティの確保のために人的資源の投入等が必要

となるが、今般の 対応においては、危

機管理対策として重要なサージキャパシティが

質・量とも不足していたことが指摘されている 。

サージキャパシティの重要な要素には、人員、備

品・設備、施設、マネジメントがあり、それは動

的である 。よって、平時の備えとして、

対応経験も参考に、フェーズに応じた人員、備

品・設備、施設、マネジメントを含めたサージキ

ャパシティ確保のための計画を立て、令和 年

月に告示され、同年 月 日から適用される「地

域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正

により、保健所が策定することとなった健康危

機対処計画に予防計画との整合性を図りながら

入れておくことが考えられる。 対応で

進展した面もあるが、保健所のデジタル化推進計

画も併せて検討していく必要がある。また、どの

フェーズで、または新規感染者数の動向等、どの

タイミングで、どこから人員を動員するのかを検

討しておくことも必要であり、 の発動や全所

体制・全庁体制の判断基準の検討、そして動員す

る人材育成も重要となる。そのため、２）や３）

で述べた自治体としての対応方針の検討・予防計

画の策定の過程に保健所長が参画することが必

要であると考えられる。また、地域保健法の改正

により、 が法定化されたことから、

要員の確保・育成が一つの方策となる。

保健所長が非常時に担うべき役割及び役割遂

行のための体制に対する意見には、“自然災害と

同様に に基づき指示命令系統の構築と、効率

的な体制を構築しておく”や“所全体として対応

するために、健康危機管理体制を強化し、平時か

ら訓練しておくことが必要”等があった。オール・

ハザードに対応するために、効果的で効率的なマ

ネジメントを実現するためのツールである

（ ）において、現場指

揮の機能・役割は、現場指揮、実行、企画、包括

支援、財務・総務とされている 。災害の規模が

大きくなるに伴い、現場指揮者だけで全てを網羅

することが難しくなっていくと部門を設け、権限

を委譲していく 。 対応の経験を参考

に、どのタイミングで、どのような役割・機能を

もつ班・チーム等が必要となるか、あるいは強化

する必要があるか、また、３）で述べた保健所長

と保健所内感染症担当専門職やそれ以外の専門

職、そして事務職との役割分担等を含めて、平時

に保健所体制を検討しておくこと、保健所職員間

でその共通理解を図ることや研修訓練が必要で

ある。意見には“所員の労働時間、メンタルヘル

スにも配慮して業務に当たりたいが、限られた人

数の中、休みを取ることも難しいため、保健所の

職員の増員が不可欠”や“保健所長のメンタルヘ

ルスを含めた体調管理の大切さを痛感した”等が

あった。

本研究結果から、保健所長が 対応にお

いて一番大変だった時期の精神的健康度（ ）は、

～ 点が ％で、 ～ 点が ％、 点以

上が ％で、令和 年の国民生活基礎調査（令

和 年 月実施） の結果である ～ 点 ％、

～ 点 ％、 点以上 ％（不詳 ％）と

比べて、心理的ストレス反応相当である 点以上

の割合が高かった。また、心理的ストレス反応相

当に対する は、新規感染者数が多い（
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人以上）が 、時間睡眠が短い（ 時間日以下）

が 、行政経験年数が長い（ 年以上）が 、

が高い であった。新規感染者数の多さ

に対する は、低 群で 、高 群

で であった。以上のことから、非常時の保健

所体制として必要のある、または強化する役割･

機能として、保健所長を含む保健所職員の労務管

理・健康管理は重要である。また、３）で述べた

保健所長の補佐体制や、前述した非常時において

必要となる、または強化する班・チーム等や保健

所職員等との役割分担等による保健所体制の検

討は、把握可能感や処理可能感等で構成される保

健所長のストレス対処力を高めることにつなが

ると考えられる。

５）管内医療機関やその他の関係機関との連携体

 制

結果から、保健所長のリーダーシップ発揮・役

割遂行上の課題には、平時を含む管内医療機関や

その他の関係機関との関係構築・連携等があり、

気持ちの支えとなったサポート・出来事には、医

師会・医療機関の理解・励まし・協力支援等があ

った。また、平時に備えておくべきことには関係

機関間の顔の見える関係構築・連携強化とそのた

めの場の設置やツール、管内医療機関の理解・連

携体制の構築、管内市町村との連携体制の構築

や福祉施設の感染管理体制の強化・連携体制の構

築等があった。渡邊は「保健所長は地域社会にお

ける健康課題に対して総合的に取り組む職であ

り、多職種のいる保健所職員を統括して、地域社

会の指導者である自治体の首長、警察署長、消防

署長、医師会長、自治会長等の住民代表者と協調

して対処していく特殊な性格を有する専門職」

と述べている。また、緒方は「保健所長は国や都

道府県等本庁の指示をただ待つだけではなく、進

んで地域や医療の現場で起こっている状況を把

握し、意見を聞き、問題となる課題について自ら

による解決を検討するか、または関係機関などに

発信していく」と述べている。平時から顔の見え

る医療機関を含めた関係機関との関係構築・連携

体制の強化が必要である。そのための、場やツー

ルとして、感染症法の改正により都道府県が組織

することとなった都道府県連携協議会の場を活

かすこと、保健所管内単位の場・機会づくりや感

染管理対策が脆弱な福祉施設等を対象とした取

組を通した関係構築が必要であると考えられる。

６）保健所長の対応力を高める体制

結果から、保健所長のリーダーシップ発揮・役

割遂行上の課題には、非常時における現場指揮・

全所体制構築を含むマネジメント力 や 平時から

の公衆衛生医師としての能力や問題解決能力の

向上 等があった。気持ちの支えとなったサポー

ト・出来事には、公衆衛生医師・保健所長とのネ

ットワーク・情報交換や感染症対策専門家・チー

ムによる助言･支援等があり、市区型保健所では

加えて 都道府県庁または都道府県庁医師による

支援・相談対応があり、必要であったあるとよか

ったサポートには 感染症専門家のサポートや相

談体制があった。

保健所長の対応力を高める体制として、ネット

ワークの構築が挙げられる。全国保健所長会では、

厚生労働科学研究事業または日本公衆衛生協会

地域保健総合推進事業に協力して、感染対策の専

門家と連携して、メーリングリストを立ち上げ、

院内アウトブレイクが発生した場合に、事業を通

じて専門家が保健所を支援する取り組みを行っ

てきた 。また、同事業により保健所をハブとす

る地域感染症対策ネットワーク構築の手引き等

も作成している 。 対策でも「保健所

のつなぐ役割」が期待され、地域の感染症対策ネ

ットワークの協力を保健所がつないでいくこと

は重要とされている 。地域における感染症対策

ネットワークの構築は、５）で述べた管内医療機

関との連携体制の構築につながるとともに、保健

所長が支援を得る機会にもなる。

保健所長が非常時に担うべき役割及び役割遂

行のための体制に対する意見には、“感染症であ

れ自然災害であれ，保健所長は「全体を見渡す」

ことができる位置にいる医師であることを念頭

に、適時に情報発信と共有を行うことが大切”、“

全体調整のノウハウなど平時からオンラインで

の研修をしてほしい”、“保健所長を継続的に育成

するシステムの構築が必要”や“感染症疫学、感

染管理、データ分析に基づくリスク評価について

の研修が必要”等があった。公衆衛生医師が持つ

べき専門能力の一つにマネジメント能力があり、

具体的には関係機関・団体との連携に関するマネ

ジメント能力及び多くの専門職が働く組織のマ

ネジメント能力とされている 。非常時において、

現場指揮者には、刻々と変わる状況の中で災害規

模を見極め、どの部門にどのくらいの資源を投入
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していくか等の判断も求められる 。竹内は、公

衆衛生医師の育成について、先任者には公衆衛生

の将来展望・未来像を見せてあげる役目があるこ

と、また、自分たちが手掛けた施策立案や研究事

業（モデル事業）が本格事業に至るプロセスに関

与することは、やりがいの醸成、技量の向上につ

ながること、さらに、育てた能力・技量を発揮す

る場（ポスト）に就くこと、つまり、行政職とし

て、政策の企画調整・予算調整・指揮命令などの

実務経験を積み、能力を高めることの必要性を述

べている 。保健所長の非常時における対応力を

高めるためには、行政管理職としてのマネジメン

ト力及び、自然災害や感染症等の健康危機に関わ

る医学的・公衆衛生学的知識とリスクマネジメン

ト力が必要であり、そのための 、 が

求められていると考えられる。

Ｅ．結論

本研究は、 対策において保健所長が

対応した業務・役割及び保健所長のサポート体制

等の実態を明らかにすることにより、非常時にお

ける保健所長の役割やリーダーシップ等のあり

方について、サポート体制を含めて検討すること

を目的とした。 第 波がピークアウト

してきた令和 年 月中旬～ 月に、全国の保

健所長を対象にメール調査し、有効回収数（率）

は （ ％）であった。

結果として、以下のことが明らかになった。

・保健所内医師数は県型保健所で 人以下が約

割、市区型保健所では約 割、兼務は、県型保健

所では複数保健所兼務、本庁部署兼務がそれぞれ

約 割、福祉事務所との兼務は約 割で、市区型

保健所では本庁部署との兼務が約 割であった。

・ 対策において保健所長が対応した

（調査時対応中を含む）業務・役割は、医師業務、

調整業務、管理業務と多岐に渡っていた。

・保健所長がリーダーシップを発揮したと 割以

上が回答した業務・役割は、接触者・濃厚接触者

の検討・特定、医療機関、介護・福祉施設や学校・

企業への感染対策に関わる助言・相談対応、組織

内職員の健康管理、クラスター対応の全体指揮・

各種調整、医師会・病院との調整、所内の

対応の指揮、通常業務の縮小・中止等の指揮、

保健所体制強化のための体制構築の指揮、対応方

針や体制等の検討にかかる定期的な所内会議の

開催であった。

・保健所長が対応した多くの業務・役割について、

役割分担等の主な渡し先は保健所内感染症担当

専門職であった。事務職の割合が高かったのは、

組織内職員の健康管理、首長を含む幹部への報告、

所内の 対応の指揮や 対応

職員・外部人材への研修を除く管理業務であった。

・保健所長が 対応において一番大変

だった時期の精神的健康度（ ）は、令和 年の

国民生活基礎調査の結果と比べて、心理的ストレ

ス反応相当である 点以上の割合が高かった。ま

た、 は、新規感染者数が多い（ 人以上）

が 、時間睡眠が短い（ 時間日以下）が 、

行政経験年数が長い（ 年以上）が 、

（ストレス対処力）が高い であった。。

・保健所長のリーダーシップ発揮・役割遂行上の

課題には、見通しが立てられる国の対応方針の明

示及び現場に合った対策、本庁・対策本部の保健

所に対する理解・方向性の統一、自治体内での情

報共有、 保健所長の役割や指揮命令系統の明確

化、権限付与・自治体としての意思決定への関与、

調整業務や管理業務に注力できるための医師業

務等の整理・軽減、保健所長の補佐役・補佐体制

や複数医師の配置 、 パンデミックに対する危機

管理としての全所体制の構築 、 十分かつ的確な

人的支援・人員確保、保健所長及び保健所職員の

労務管理・健康管理、平時を含む管内医療機関や

その他の関係機関との関係構築・連携、非常時に

おける現場指揮・全所体制構築を含むマネジメン

ト力 や 平時からの公衆衛生医師としての能力や

問題解決能力の向上等があった。

・必要であったあるとよかったサポートには、感

染状況やウイルスの性質に応じた国の迅速・柔軟

な現実的な）施策の立案・実施・変更、保健所へ

の支援策、都道府県内の本庁関係部署間・本庁と

保健所・保健所間の連携・支援、 市区本庁の理

解と本部機能の発揮、保健所長業務を補佐・支援

する医師等人的体制の構築、 速やかかつ継続的

な人的支援 、 保健所業務の管理と外部委託の推

進・支援、デジタル化推進とそれを進めるための

人材、保健所長及び保健所職員のメンタルヘ

ルス支援 、 非常時の福利厚生・勤務環境への配

慮、感染症専門家のサポートや相談体制等があ

った。

以上のことから、当初は、まん延防止やハイリ
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スク者の感染対策のために、保健所長は、特に濃

厚接触者等の特定や検討、医療機関、介護・福祉

施設や学校・企業への対応、クラスター対応の指

揮・調整等について直接対応を含めてリーダーシ

ップを発揮する必要があったが、その後は、保健

所長のリーダーシップのもと、保健所内感染症担

当専門職等との業務の役割分担が進んでいった

と考えられた。また、非常時において保健所長が

役割やリーダーシップを発揮するための体制と

して、【非常時における国・都道府県の感染症対策

方針の明示】、【本庁の保健所への理解及び本庁と

保健所との連携体制並びに自治体としての対応

方針の統一】、【非常時における保健所長の役割・

権限の明確化とそれらに注力できる保健所長の

活動体制】、【非常時に保健所機能を維持・強化す

るための体制】、【管内医療機関やその他の関係機

関との連携体制】、【保健所長の対応力を高める体

制】が示唆された。

．健康危険情報

 なし

．研究発表

なし

．知的財産権の出願・登録状況

．特許取得

 なし

．実用新案登録

 なし
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 なし
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非常時における保健所長の役割やリーダーシップ及びサポート体制に関する調査

　この調査の目的は、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19とする）対策において、保健所長が対応した業務・役割及び保健所長のサポート

体制等の実態を明らかにすることです。これにより、非常時に保健所長が役割やリーダーシップを発揮するためのより良い体制をつくる基礎資料とし

て活用することです。なお本調査は厚生労働科学研究「保健所における感染症対応職員の役割機能強化のためのガイドライン及び研修プログラムの開

発」により実施するものです。

　つきましては、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

　・本調査は、全国の保健所長の方にお願いしています。

　・本調査は無記名です。

　・回答時間は20～25分です。

　・回答方法には、選択肢と自由記載があります。

　・回答締め切りは、2022年10月7日（金）→10月24日（月）です。

【留意事項】

　・この調査への協力は貴方様の自由意思によります。協力されない場合でも不利益が生じることはございません。また、ご協力をいただく場合で

も、回答したくない質問には回答いただかなくてもかまいません。

　・選択肢による回答は統計的に処理をし、結果を出します。

　・自由記載によるご回答データは質的に分析します。個人や機関が特定されないよう処理いたしますが、回答者ご自身が職務上の守秘義務違反を問

われる可能性がある情報や特定の職員や機関の特定につながる情報は自由記載部分に回答しないようお願いします。

　・上記を前提に、調査結果は関連学会や学術誌等において公表する予定です。

　・無記名の調査のため、回答後の同意撤回はできないことをご了承ください。

　・本調査に関してご質問や苦情等がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

【質問等の問い合わせ先】

自治医科大学看護学部 教授 春山早苗

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-159

TEL：0285-58-7515 FAX：0285-44-7257

E-mail：sharu@jichi.ac.jp

【苦情がある場合の連絡先】

自治医科大学附属病院臨床研究センター管理部

TEL：0285-58-8933

資料
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回答欄

(1.協力する,2.協力しない)

問1　回答者ご自身及びご所属の組織について、ご回答ください。

回答欄

ａ

ｂ

c

d 年目

e 年目

f 人

g

h

ｉ

人

対応経験

現在の

対応状況

(単数回答)

業務･役割の主な渡し先

（単数回答）

リーダー

シップの

発揮

対応したも

のに〇（現

在対応中含

む）

現在

イ:役割分担

ロ:委譲

ハ:委託

ニ:中止

左記イ、ロ、ハについて、業

務･役割の主な渡し先

①：所内感染症担当

　　（専門職）

②：所内感染症担当

　　（事務職）

③：①以外の専門職

④：②以外の事務職

⑤：本庁又は対策本部

⑥：医療機関

⑦：その他（具体的に記載

下さい）

保健所長

としてリー

ダーシップ

を発揮し

たものに

○

ａ

ｂ 電話による 　

ｃ 診察による 　

d 　

e 　

f 　

g 　

h 　

対応経験 対応状況 業務・役割の主な渡し先 発揮

i 症状悪化時の相談対応 　

j コロナ以外の症状の相談対応 　

k 受診先調整 　

l 入院の要否判断 　

m 入院先の選定・調整 　

n 全体指揮・各種調整 　

o 現地での感染対策の指揮 　

p 職員等へのメンタルケア 　

医師業務

および

調整業務

自宅療養中の陽性者への対応

入院調整

クラスター対応

医師業務

(発生届受理後)発症日（及び療養解除日）の判断

重症度判定

接触者・濃厚接触者の検討・特定

検体採取及びその関連

介護・福祉施設や学校・企業への感染対策に関わる助言・相談対応

医療機関への感染対策に関わる助言・相談対応

組織内職員の健康管理（管理職としての用務も含む）

保健所内医師数（自分を含めて）

問2　保健所管内における、これまでで最大の１週間当たり人口10万当たりの新規感染者数について、ご回答ください。（数字を入力）

問3　COVID-19対策において、保健所長が何らかの形で対応した業務・役割（現在対応中含む）について、該当するものに〇を付けてください。

　また、それらの業務・役割の中で、所内の他職員、本庁（又は対策本部）や他機関、委託先等と「役割分担（イ）」、「委譲（ロ）」、「委託

（ハ）」、「中止（ニ）」したものがあれば該当する記号を選んでください。「委譲（ロ）」、「委託（ハ）」は役割分担ではなく完全に役割を交代

した場合です。現在、中止しているものも、その前には、役割分担、委譲、委託をしていたら、その時点の状況を選択してください。

　さらに、イ、ロ、ハについては、業務・役割の主な渡し先である対象を選んでください。日常的な判断や取りまとめ権限を含めて委譲・委託した場

合は、その渡し先を選んで下さい。

　最後に、保健所長として何らかの形でリーダーシップを発揮したものについて、○を付けてください。

業務の種別 対応した業務・役割

本庁部署との兼務                                                       (1.あり,2.なし)

福祉事務所（福祉部署）との兼務                             (1.あり,2.なし)

複数保健所兼務                                                           (1.あり,2.なし)

所属保健所                                                   (1.都道府県型,2.市区型)

保健所管内人口規模  (1.10万人未満,2.10万人以上30万人未満,3.30万人以上)

職種                                                     (1.医師,2その他（直接入力）)

行政経験年数

保健所長経験年数

問0　調査の内容をご確認の上、調査にご協力いただけますか。
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対応経験 対応状況 業務・役割の主な渡し先 発揮

q コロナ診断前の救急車の搬送先調整 　

r 施設への説明と同意取得 　

s 陽性者家族へのDNR等説明 　

t 医療（往診等）対応の調整 　

u 病院への説明と同意取得 　

v 外部の専門的医療支援の調整 　

w 　

x 　

y 医師会・病院 　

z 医師会以外の機関・団体 　

aa 管内市町村 　

対応経験 対応状況 業務・役割の主な渡し先 発揮

ab 　

ac 　

ad 　

ae 　

af 　

ag 　

ah 　

ai 　

その他 aj 　

サポートを

受けたもの

に○、その

中で、特に

有用であっ

たものに◎

①

②

③

➃

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

管理業務

所内のCOVID-19対応の指揮

通常業務の縮小・中止等の指揮

保健所体制強化のための体制構築の指揮

対応方針や体制等の検討にかかる定期的な所内会議の開催

COVID-19対応職員・外部人材への研修

保健所体制強化のための人材・物資・予算を確保するための本庁

（又は対策本部）や財政部署等庁内各所との調整

対応重点化ための保健所業務見直しに関する本庁（又は対策本部）

との調整

記者会見等メディア対応

調整業務

高齢者・障害者施設での療養実施の

ための対応

精神科・一般病院での入院継続のた

めの対応

首長を含む幹部への報告

議会対応

関係機関との調整

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問4　COVID-19対策において、保健所長として対応した業務・役割（現在対応中含む）を遂行する上で、サポートを得た、また有用であったサポー

トを選んでください。また、それらのサポートを得た主な業務・役割について、上記　問3のａ～ajから選択して記載してください。

サポートの内容

保健所や本庁の医師の応援

保健所や本庁の保健師、事務職等の応援

サポートを得た主な業務・役割（あてはまるものすべて）

①医師業務（上記ａ～ｈ）

②医師業務及び調整業務（上記i～p）

③調整業務（上記q～aa）

④管理業務（上記ab～aj）

⑤その他

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

非常勤医師の雇用

保健福祉統合機関の長、地域振興局長、（市区型の）部局長・首長

等の理解

都道府県内の感染症専門家の応援（クラスター対応含む）

都道府県内のDMATの応援（クラスター対応含む）

都道府県内の保健所長との情報交換

都道府県内の医療機関医師との情報交換・助言

近隣都道府県の保健所長との情報交換

都道府県外の感染症専門家の応援（クラスター対応含む）

当道府県の感染症対策協議会

保健所や本庁との情報交換

保健所情報支援システムの保健所長会健康危機管理メーリングリス

ト

保健所情報支援システムの健康危機管理ホームページ

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務

①医師業務 ②医師業務及び調整業務 ④管理業務 ⑤その他調整業務
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それはいつ頃ですか 令和 年 月頃

a  (当日,翌日) 時

b 休みなしの連続勤務は最長何日でしたか 日

c おおよその平均睡眠時間を教えてください 時間

d  (全くない,少しだけ,時々,たいてい,いつも)

e  (全くない,少しだけ,時々,たいてい,いつも)

f  (全くない,少しだけ,時々,たいてい,いつも)

g  (全くない,少しだけ,時々,たいてい,いつも)

h  (全くない,少しだけ,時々,たいてい,いつも)

i  (全くない,少しだけ,時々,たいてい,いつも)

a
1点（まったくあてはまらない）,2点,3点,

4点,5点,6点,7点（非常によくあてはまる）

b
1点（まったくあてはまらない）,2点,3点,

4点,5点,6点,7点（非常によくあてはまる）

c
1点（まったくあてはまらない）,2点,3点,

4点,5点,6点,7点（非常によくあてはまる）

アップロード先URL　　

調査票提出専用メールアドレス

何をするのも骨折りだと感じましたか

自分は価値のない人間だと感じましたか 

https://●●●

＊なお、上記URLにおけるアップロードが困難であった場合には、以下の調査票提出専用メールアドレスへ添付でお送り願います。　

○○○○○

問10　COVID-19対応を踏まえて、平時に備えておくべきことについて、ご意見がございましたら記載してください。（都道府県所長会で

意見をまとめて記載していただいても構いません）（自由記載）

問11　保健所長が非常時に担うべき役割及びその役割遂行のための体制について、ご意見がございましたら記載してください。（都道府

県所長会で意見をまとめて記載していただいても構いません）（自由記載）

調査はこれで終了です。御協力をいただきありがとうございました。

以下のURLにアクセスいただき、本調査票をアップロードして送信していただきたく、よろしくお願いいたします。

気分が沈み込んで、何か起こっても気が晴れないように感じました

か

問6　現時点での回答者ご自身の感覚について、非常によくあてはまる（7点）～まったくあてはまらない（1点）の

　　いずれかを選んでください。（いずれか一つ）

問5　COVID-19対応において、一番大変だったころの状態について、ご回答ください。

一番遅い帰宅時間は何時でしたか                                  

神経過敏に感じましたか

絶望的だと感じましたか 

問7　気持ちの支えとなったサポートや出来事があれば記載してください。（自由記載）

問8　必要であったサポートや、あるとよかったサポートがあれば記載してください。（自由記載）

問9　COVID-19対策において、保健所長がリーダーシップを発揮したり、役割を遂行したりする上での課題を記載してください。（都道

府県所長会で意見をまとめて記載していただいても構いません）（自由記載）

私は、生じる困難や問題を理解したり予測したりできる

私は、生じる困難や問題の解決策を見つけることができる

私は、生じる困難や問題のいくつかは、向きあい取り組む価値があ

ると思う

そわそわ、落ち着かなく感じましたか
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